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  横 浜  康 史      長男 

＊既に会計が済んでいる場合は「限度額認定証」を提示しても返金が受けられない場合があります。 

医療機関様へ返金の可否を確認してから申請してください。なお、医療機関で精算しなかった場合

でも、後日健保組合から「高額療養費」として支給されますので、最終的なご本人の負担は同じにな

ります。（健保からの「高額療養費支給」は約 3か月後に自動還付の為請求手続きは不要です） 

＊医療機関の窓口で支払った一部負担金が「高額療養費」に該当しない場合は、限度額認定証を提

示しても窓口で支払う額は変わりません。（限度額認定証の効果はありません） 

高額療養費の上限は収入によって異なります。（窓口支払額：約 25万円～約 6万円までの４段階） 

詳細は健保組合のホームページ「医療が高額になったとき」でご確認ください。 

３   ４   ６ 

限度証は、自宅（被保険者住所）宛てに発送します。 

自宅では受け取れない場合等はご希望の送付先を記入してください。 

※医療機関への直送を希望する場合は、必ず許可を得て、正しい送付先

を確認してください。（医事課＊＊様宛、＊＊病棟＊階宛 等） 

✔ 

 

９   ８   ７ 

※厚労省保険課の通知に基づき、「申請日」（申請書を提出し

た日）が属する月の１日から有効の証を交付します。 

例：申請日が 4月 6日の場合 

有効期限 ＝ 4月１日～6月 30日 の３ヵ月間 

該当の年号に ✔ 〇を付けてください 

 

※マイナンバー保険証を利用すれば、限度額適用

認定証の事前申請は不要となります。 

（但し低所得者の区分適用を受ける場合は、限度額適用認定

の申請が必要です） 


